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○対馬市空き家バンク制度要綱 

令和２年１２月１日 

告示第１３９号 

改正 令和４年３月２５日告示第１９号 

(趣旨) 

第１条 この告示は、対馬市における空き家の有効活用を通じて、市民と都市

等住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バン

ク制度について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 空き家 個人が居住等を目的として市内に建築された建物であって、

現に利用されていない又は近い将来において利用されなくなる予定のもの

及びその敷地をいう。ただし、未登記の建物、民間事業者による賃貸又は

分譲を目的とする建物及びその敷地を除く。 

（２） 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うこ

とができる権利を有する者をいう。 

（３） 空き家バンク 市内に存する空き家の売買又は賃貸を希望する所有

者等から申込みを受けた空き家に係る情報を登録するとともに、対馬市内

への定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し、当該情報を提供

するシステムをいう。 

（４） 利用希望者 これから本市へ移住しようとする者又は本市へ移住し

てから５年未満の者で、空き家バンクに登録された空き家(以下「登録物件」

という。)の賃貸借契約又は売買契約を希望し、経済、教育、文化等の活動

を行うことにより地域の活性化に寄与し、自然環境、生活文化等に対する
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理解を深め、地域住民と協調して生活できる者をいう。ただし、本人又は

世帯構成員が、国の機関、地方公共団体の職員である者又は本市と市外に

事業所を有する事業所間で転勤してきた者は、利用対象外とする。 

(適用上の注意) 

第３条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するも

のではない。 

(空き家の登録申請) 

第４条 空き家バンクへの物件の登録(以下「物件登録」という。)を受けよう

とする所有者等(以下「申請者」という。)は、対馬市空き家バンク物件登録

申請書(様式第１号)及び空き家バンク制度物件登録カード(様式第２号)を市

長に提出しなければならない。 

(空き家の登録) 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、物件登録に必要な調

査及び申請内容等の審査を行い、適切であると認めたときは、空き家バンク

に登録し、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第３号)により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該空き家を空き家バン

クに登録しないものとし、空き家バンク物件登録不可通知書(様式第４号)に

より申請者に通知するものとする。 

（１） 前項の規定による調査及び審査の結果、登録することが適当でない

と市長が認めた場合 

（２） 申請者が次のいずれかに該当する場合 

ア 市税等の滞納がある場合 

イ 宅地建物取引業法(昭和２７年法律第１７６号)に規定する宅地建物取

引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)である場合 
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ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合 

（３） 申請者と宅地建物取引業者との間で、現に媒介契約又は代理契約が

締結されている場合 

(登録情報の公開) 

第６条 市長は、登録物件に係る情報の一部を公開することができる。 

(登録の推奨) 

第７条 市長は、第５条第１項の規定による登録をしていない空き家で、登録

が適当と認めるものは、所有者等に対し、登録を勧めることができる。 

(登録物件の管理) 

第８条 登録物件の管理及び維持等は、第５条第１項の規定による登録通知を

受けた者(以下「物件登録者」という。)が責任を持って行わなければならな

い。 

(物件登録期間の延長等) 

第９条 登録物件の登録期間は、登録日から２年間とする。 

２ 登録期間の延長を希望する物件登録者(以下「延長申請者」という。)は、

登録期限の１０日前までに、空き家バンク物件登録期間延長申請書(様式第５

号)を、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、登録期限の翌日から２年

間登録期間を延長することとし、空き家バンク物件登録期間延長通知書(様式

第６号)により、延長申請者に通知するものとする。 

４ 物件登録期間の延長は１回を限度とする。 

(登録事項に係る変更の届出) 

第１０条 物件登録者は、登録した事項に変更があったときは、空き家バンク
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物件登録情報変更届出書(様式第７号)を、遅滞なく市長に届け出なければな

らない。 

(登録の抹消) 

第１１条 市長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の

抹消を行い、空き家バンク物件登録抹消通知書(様式第８号)にて当該物件登

録者に通知するものとする。 

（１） 当該空き家に係る所有権及びその他の権利に異動があったとき。 

（２） 物件登録者から空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第９号)の提

出があったとき。 

（３） その他市長が適当でないと認めたとき。 

(交渉の申込み等) 

第１２条 登録物件の売買又は賃貸借に係る物件登録者との交渉を希望する利

用希望者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第１０号)を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による交渉の申込みがあったときは、物件登録者にそ

の旨を通知するものとする。 

３ 物件登録者及び利用希望者は、交渉の結果について、遅滞なく市長に報告

しなければならない。 

４ 市長は、物件登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸

借の契約及び紛争等については、一切これに関与しない。 

(交渉における遵守事項) 

第１３条 物件登録者及び利用希望者は、次の掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１） 空き家バンクの利用により知り得た情報について、その目的に反し

て使用しないこと。 
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（２） 空き家バンクの利用により知り得た情報のうち公開されていないも

のについては、漏えい等のないよう適切に取り扱うこと。 

(個人情報の保護) 

第１４条 物件登録者及び利用希望者の個人情報の取扱いについては、対馬市

個人情報保護条例(平成１７年対馬市条例第４８号)に定めるところによる。 

(契約締結後における遵守事項) 

第１５条 物件登録者と登録物件の売買又は賃貸借等の契約を締結した利用希

望者は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。 

（１） 当該物件を生活の本拠地とし、又は定期的に滞在し、当該物件の属

する地域の住民、組織等との交流を図り、当該地域の行事や会合等に積極

的に参加し、当該地域の習慣に反しないこと。 

（２） 近隣住民等との良好な関係を築き、周囲への配慮を怠らないこと。 

（３） 空き家の補修、安全対策、衛生管理等健全な日常管理を怠らないこ

と。 

(その他) 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年１２月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月２５日告示第１９号) 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号(第４条関係) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第５条関係) 

様式第４号(第５条関係) 

様式第５号(第９条関係) 

様式第６号(第９条関係) 

様式第７号(第１０条関係) 

様式第８号(第１１条関係) 

様式第９号(第１１条関係) 

様式第１０号(第１２条関係) 

 


